
東京電力ホールディングス（株）　福島第二原子力発電所

２０２３年　３月３１日にパフォーマンス向上会議で審議された不適合は、下記のとおりです。

該当なし
 

該当なし
 

該当なし
 

1   件

NO. 号機等 不適合件名 グレード 発見日

1 1号機

電動駆動消火ポンプ電動機において、保全の有効性評価により点検頻度を5カ年度（５ＦＹ）から１
８０カ月に見直しを行い、点検長期計画に反映をしていた。しかし、現在の定期事業者検査報告書
保全計画では当該電動機の点検頻度は５カ年度（５ＦＹ）となっており、次回の定期事業者検査報
告書　保全計画書の改訂（２０２４年４月頃）まで保全の有効性評価の結果を反映できないことか
ら、当該電動機は５カ年度（５ＦＹ）の点検期限を超過することが認められたため、社内マニュアル
に基づく点検期限延長の妥当性評価を行い点検期限を延長する。

ＧⅢ 3月31日

２０２２年度　パフォーマンス向上会議不適合報告情報（２０２３年　３月３１日（金）分）

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為（判断）とは異なる行為（判断）を言います。
法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。
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